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平成21年12月17日（木曜日） 

 

 

議事日程第４号 

 平成21年12月17日（木曜日） 

    開   議   午後１時 

 第１ 資格審査特別委員長報告 

 第２ 委員長報告 

   ⑴ 企業会計決算特別委員会 

   ⑵ 一般・特別会計決算特別委員会 

⑶ 建設水道常任委員会 

   ⑷ 教育産業常任委員会 

   ⑸ 厚生常任委員会 

   ⑹ 総務財政常任委員会 

 第３ 報告事件の審議 

     質 疑 

     討 論 

     採 決 

 第４ 意見書案の上程（一括） 

     説 明 

     質 疑 

     討 論 

     採 決 

 第５ 閉会中審査事件の付託 

    閉   会 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 資格審査特別委員長報告 

 日程第２ 委員長報告 

 日程第３ 報告事件の審議 

１．認定第１号  平成20年度大館市一般会計歳入歳出決算の認定について 

  ２．認定第２号  平成20年度大館市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

  ３．認定第３号  平成20年度大館市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 
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  ４．認定第４号  平成20年度大館市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

  ５．認定第５号  平成20年度大館市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

  ６．認定第６号  平成20年度大館市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  ７．認定第７号  平成20年度大館市戸別浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

  ８．認定第８号  平成20年度大館市小規模水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

  ９．認定第９号  平成20年度大館市休日夜間急患センター特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  10．認定第 10号  平成20年度大館市田代診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

  11．認定第 11号  平成20年度大館市公設総合地方卸売市場特別会計歳入歳出決算の認定

について 

  12．認定第 12号  平成20年度大館市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  13．認定第 13号  平成20年度大館市公営駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

  14．認定第 14号  平成20年度大館市温泉開発特別会計歳入歳出決算の認定について 

  15．認定第 15号  平成20年度大館市奨学資金特別会計歳入歳出決算の認定について 

  16．認定第 16号  平成20年度大館市都市計画事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  17．認定第 17号  平成20年度大館市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について 

  18．認定第 18号  平成20年度大館市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

19．認定第 19号  平成20年度大館市財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

  20．認定第 20号  平成20年度大館市水道事業会計決算の認定について 

  21．認定第 21号  平成20年度大館市工業用水道事業会計決算の認定について 

  22．認定第 22号  平成20年度大館市下水道事業会計決算の認定について 

  23．認定第 23号  平成20年度大館市病院事業会計決算の認定について 

  24．議案第132号  平成20年度大館市病院事業欠損金の資本剰余金による処理について 

  25. 議案第139号  大館市小柄沢墓園造成基金に関する条例の一部を改正する条例案 

26. 議案第140号   大館市墓地公園に関する条例の一部を改正する条例案 

27. 議案第141号   秋田三鶏記念館に関する条例案 

28. 議案第142号   大館都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条 

例案 
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29. 議案第143号   大館市公共下水道事業分担金徴収条例の一部を改正する条例案 

30. 議案第144号   旧慣使用権の廃止について（餌釣字屋敷地内外） 

31. 議案第145号   大館市比内福祉保健総合センターの指定管理者の指定について 

32. 議案第146号   大館市斎場及び大館市ペット霊園の指定管理者の指定について 

33. 議案第147号   大館総合技能センターの指定管理者の指定について 

34. 議案第148号   市道路線の認定について（泉町５号線外２路線） 

35. 議案第149号   大館市定住自立圏形成方針の策定について 

36. 議案第150号   平成21年度大館市一般会計補正予算（第６号）案 

37. 議案第151号   平成21年度大館市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）案 

38. 議案第152号   平成21年度大館市介護保険特別会計補正予算（第３号）案 

39. 議案第153号   平成21年度大館市戸別浄化槽整備事業特別会計補正予算（第３号）案 

40. 議案第154号   平成21年度大館市休日夜間急患センター特別会計補正予算（第２号） 

         案 

41. 議案第155号   平成21年度大館市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）案 

42. 議案第156号   平成21年度大館市都市計画事業特別会計補正予算（第３号）案 

43. 議案第157号   平成21年度大館市財産区特別会計補正予算（第３号）案 

44. 議案第158号   平成21年度大館市水道事業会計補正予算（第２号）案 

45. 議案第159号   平成21年度大館市下水道事業会計補正予算（第２号）案 

46. 議案第160号   平成21年度大館市病院事業会計補正予算（第２号）案 

47. 請願第 16号   政府がみずから決めた備蓄ルールに基づいて20万トン規模の政府米買

い入れを求める意見書の提出要請について 

48. 請願第 18号   ミニマムアクセス米の輸入見直しを求める意見書の提出要請について 

49. 請願第 19号   ＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の見直しを求め日米ＦＴＡの推進に反対する

意見書の提出要請について 

50. 請願第 20号   米価の回復と価格の安定、ミニマムアクセス米の輸入中止を求める意

見書の提出要請について 

51. 陳情第７号   原爆症認定制度の改革を求める意見書の提出要請について 

52. 陳情第 38号   物価に見合う年金の引き上げを求める意見書の提出要請について 

53. 陳情第 40号   改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書の提出要請について 

54. 陳情第 41号   電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長等を求める意見書の提出

要請について 

55. 陳情第 44号   社会保障の拡充を求める意見書の提出要請について 

56. 陳情第 46号   2010年度の年金確保に関する意見書の提出要請について 

57. 陳情第 49号   細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化の早期実現を求める意 
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見書の提出要請について 

 日程第４ 意見書案の上程 

  １．意見書案第４号  ＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の見直しを求め日米ＦＴＡの推進に反対

する意見書の提出について 

  ２．意見書案第５号  米価の回復と価格の安定、ミニマムアクセス米の輸入中止を求め

る意見書の提出について 

  ３．意見書案第６号  電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長等を求める意見書の

提出について 

  ４．意見書案第７号  改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書の提出について 

  ５．意見書案第８号  細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期接種化の早期実現を求め

る意見書の提出について 

 日程第５ 閉会中審査事件の付託 

 

 

出席議員（28名） 

          １番  小棚木 政 之 君      ２番  武 田   晋 君 

          ３番  佐 藤 照 雄 君      ４番  小 畑   淳 君 

          ５番  佐 藤 一 秀 君      ６番  中 村 弘 美 君 

          ７番  畠 沢 一 郎 君      ８番  伊 藤   毅 君 

          ９番  藤 原   明 君      10番  千 葉 倉 男 君 

11番  佐 藤 久 勝 君      12番  仲 沢 誠 也 君 

          14番  石 田 雅 男 君      15番  虻 川 久 崇 君 

      16番  藤 原 美佐保 君      17番  笹 島 愛 子 君 

     18番  明 石 宏 康 君      19番  吉 原   正 君 

     20番  佐々木 公 司 君      22番  安 部 貞 榮 君 

     23番  八木橋 雅 孝 君      24番  田 中 耕太郎 君 

     25番  田 畑   稔 君      26番  富 樫 安 民 君 

     27番  相 馬 ヱミ子 君      28番  高 橋 松 治 君 

     29番  奥 村 隆 俊 君      30番  斉 藤 則 幸 君 

 

 

欠席議員（なし） 

 

 

欠  員（２名） 

 

 

説明のため出席した者 



─ 128 ─ 

市      長  小 畑   元 君 

副 市 長  長 岐 利 堅 君 

副 市 長  吉 田 光 明 君 

総  務  部  長  齋 藤   誠 君 

総  務  課  長  阿 部   徹 君 

総 務 課 長 補 佐  本 多 恒 博 君 

財  政  課  長  芳 賀 利 彦 君 

市  民  部  長  花 田 鉄 男 君 

産  業  部  長  木 村 勝 広 君 

建  設  部  長  近江屋 和 男 君 

比 内 総 合 支 所 長  佐 藤 孝 昭 君 

田 代 総 合 支 所 長  吉 田   充 君 

会 計 管 理 者  金   賢 隆 君 

病 院 事 業 管 理 者  佐々木 睦 男 君 

市立総合病院事務局長  明 石 和 夫 君 

消 防 長  菅 原 博 昭 君 

教   育   長  仲 澤 鋭 蔵 君 

教  育  次  長  大 友 隆 彦 君 

選挙管理委員会事務局長  田 中 裕 幸 君 

農業委員会事務局長  奈 良 明 彦 君 

監 査 委 員  浅 野   允 君 

監 査 委 員  蒔 苗   誠 君 

監 査 委 員  中 村 弘 美 君 

監 査 委 員 事 務 局 長  松 江 正 和 君 

 

 

事務局職員出席者 

事  務  局  長  渡 部 清 美 君 

次      長  石戸谷 清 美 君 

係      長  小 玉   均 君 

主      査  若 松 健 寿 君 

主      任  金   一 智 君 

主      任  佐々木   仁 君 
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午後１時00分  開  議 

○議長（石田雅男君） 出席議員は定足数に達しております。 

 よって、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事は、日程第４号をもって進めます。 

 

 

○議長（石田雅男君） 議事の都合により、議長を交代いたします。 

〔議長 退席〕 

〔副議長 着席〕 

 

 

日程第１ 資格審査特別委員長報告 

○副議長（仲沢誠也君） 議長を交代いたしました。 

 日程第１、資格審査特別委員長報告を行います。 

 地方自治法第117条の規定により、石田雅男君の退場を求めます。 

〔14番 石田雅男君 退場〕 

○副議長（仲沢誠也君） 付託事件について、その審査の経過と結果について報告を求めます。 

〔資格審査特別委員長 虻川久崇君 登壇〕 

○15番（資格審査特別委員長 虻川久崇君） 資格審査特別委員会に付託されました事件につ

いて、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 11月30日付で八木橋雅孝議員から石田雅男議員の資格決定の要求があったことから同日設置

されました本委員会は、本定例会開会日の12月７日に委員が選任され、本会議終了後、直ちに

第１回目の委員会を開き、正・副委員長の互選を行いましたところ、委員長には私が、副委員

長には安部貞榮委員が選任されました。 

 その後、12月11日に第２回目の委員会を開き、今後の論点と予想される事項の確認、今後の

審査方法、今後必要とする資料・データ、今後の日程等の順で審査を進めた次第であります。 

 その結果、本委員会に付託されました事件は、議員の資格の有無・喪失にかかわる重要案件

であり、審議に慎重かつ公平を期すべきとの委員全員の意見があり、また、必要とする資料等

の準備にも時間を要することから、なお審査の要ありとして閉会中の継続審査とすべきものと

決定した次第であります。 

 以上が、本委員会に付託されました事件についての報告であります。よろしく御理解賜りま

すようお願い申し上げます。（降壇） 

 

 

○副議長（仲沢誠也君） 以上で、資格審査特別委員長の報告を終わります。 

 お諮りいたします。 
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 資格審査特別委員会の閉会中審査事件の付託についてを直ちに議題といたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（仲沢誠也君） 御異議なしと認めます。 

 よって、資格審査特別委員会の閉会中審査事件の付託については直ちに議題とすることに決

しました。 

 

 

○副議長（仲沢誠也君） 資格審査特別委員会の閉会中審査事件の付託についてを議題といた

します。 

 資格審査特別委員長から、目下、委員会で審査中の石田雅男君の議員の資格決定の件につい

て、閉会中の継続審査の申し出があります。 

お諮りいたします。 

委員長から申し出のありましたとおり、資格審査特別委員会に閉会中の継続審査を付託した

いと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（仲沢誠也君） 御異議なしと認めます。 

 よって、資格審査特別委員会に閉会中の継続審査を付託することに決しました。 

 

 

○副議長（仲沢誠也君） 石田雅男君の入場を求めます。 

〔14番 石田雅男君 入場〕 

○副議長（仲沢誠也君） 議長を交代します。 

〔副議長 退席〕 

〔議長 着席〕 

 

 

日程第２ 委員長報告 

○議長（石田雅男君） 議長を交代いたしました。 

日程第２、委員長報告を行います。 

 最初に、企業会計決算特別委員長の報告を求めます。 

〔企業会計決算特別委員長 小棚木政之君 登壇〕 

○１番（企業会計決算特別委員長 小棚木政之君） 企業会計決算特別委員会に付託されまし

た事件であります、認定４件、議案１件の計５件について、その審査の経過と結果を御報告申

し上げます。 

 ９月議会定例会最終日の９月17日に設置・選任されました本委員会は、本会議終了後、直ち
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に第１回目の委員会を開き、正・副委員長の互選を行いましたところ、委員長には私が、副委

員長には田畑稔委員が選任されました。 

 その後、11月４日に第２回目の委員会を開き、初めに審査日程を協議しました結果、６日ま

での３日間で審査することに決定しました。続いて各企業会計決算について当局の説明を求め、

さらに監査委員から審査報告を受けた後、大綱質疑、書類審査を行いました。翌５日は引き続

き書類審査を行い、最終日の６日は会計別審査、議案審査、総括質疑、意見調整、確認・決定

という日程で審査を進めた次第であります。 

 その結果、認定第20号から同第23号までの以上４件につきましては、いずれも認定すべきも

のと決定した次第であります。また、議案第132号 平成20年度大館市病院事業欠損金の資本

剰余金による処理については、原案のとおり可とすべきものと決定した次第であります。 

 以上が、本委員会に付託されました事件についての報告であります。監査委員を初め、連日、

御精励・御協力いただきました当局並びに委員各位に対しまして、ここに改めて感謝申し上げ

ますとともに、本委員会の決定に対しまして、よろしく御審議の上、満場の御賛同を賜ります

よう、お願い申し上げます。（降壇） 

 

 

○議長（石田雅男君） 次に、一般・特別会計決算特別委員長の報告を求めます。 

〔一般・特別会計決算特別委員長 武田 晋君 登壇〕 

○２番（一般・特別会計決算特別委員長 武田 晋君） 一般・特別会計決算特別委員会に付

託されました事件について、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 ９月議会定例会最終日の９月17日に設置・選任されました本委員会は、本会議終了後、直ち

に第１回目の委員会を開き、正・副委員長の互選を行いましたところ、委員長には私が、副委

員長には佐々木公司委員が選任されました。 

 その後、11月10日に第２回目の委員会を開き、初めに審査日程の協議を行い、13日までの４

日間で審査することに決定し、付託されておりました平成20年度一般・特別会計決算19件につ

いて当局の説明を求め、さらに監査委員から審査報告を受けた後、大綱質疑、書類審査を行い

ました。11日は引き続き書類審査を行い、12日には一般会計款別審査及び各特別会計の会計別

審査を行い、最終日の13日には総括質疑、意見調整、確認・決定という日程で審査を進めた次

第であります。 

 その結果、認定第１号から同第３号までの以上３件につきましては、一部意見の一致を見る

ことができず、採決の結果、いずれも賛成多数で認定すべきものと決定し、認定第４号から同

第19号までの以上16件につきましては、いずれも認定すべきものと決定した次第であります。 

 以上が、本委員会に付託されました事件についての報告であります。監査委員を初め、連日

の御精励・御協力いただきました当局並びに各委員に対しまして、ここに改めて感謝申し上げ

ますとともに、本委員会の決定に対しまして、よろしく御審議の上、多数の御賛同を賜ります
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ようお願い申し上げます。（降壇） 

 

 

○議長（石田雅男君） 次に、建設水道常任委員長の報告を求めます。 

〔建設水道常任委員長 田中耕太郎君 登壇〕 

○24番（建設水道常任委員長 田中耕太郎君） 建設水道常任委員会に付託されました事件に

ついて、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本定例会において、本委員会に付託されました事件は、条例案２件、単行案１件、予算案６

件の計９件であります。これらの事件について、去る12月９日、10日、14日の３日間にわたり、

現地調査を含めて審査いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、以下、順を追っ

て御報告申し上げます。 

 最初に、条例案についてでありますが、議案第142号及び同第143号の以上２件につきまして

は、いずれも原案のとおり可とすべきものと決定した次第であります。 

次に、単行案についてでありますが、議案第148号につきましては、市道路線の認定につい

てであり、原案のとおり可とすべきものと決定した次第であります。 

最後に、予算案についてでありますが、まず、議案第150号のうち本委員会に付託されまし

た部分についてであります。その主な内容は、市営住宅修繕費の追加などでありますが、その

うち、秋田県人事委員会の勧告を踏まえての職員人件費の減額補正については、一部意見の一

致を見ることができず、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可とすべきものと決定した次第

であります。また、議案第153号、同第155号、同第156号、同第158号及び同第159号の以上５

件につきましては、いずれも原案のとおり可とすべきものと決定した次第であります。 

 以上が、建設水道常任委員会に付託されました事件についての報告であります。よろしく御

審議の上、多数の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。（降壇） 

 

 

○議長（石田雅男君） 次に、教育産業常任委員長の報告を求めます。 

〔教育産業常任委員長 藤原美佐保君 登壇〕 

○16番（教育産業常任委員長 藤原美佐保君） 教育産業常任委員会に付託されました事件に

ついて、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本定例会において、本委員会に付託されました事件は、条例案１件、単行案１件、予算案１

件、請願２件、陳情３件の計８件であります。これらの事件について、去る12月９日、10日、

14日の３日間にわたり、現地調査を含めて審査いたしました結果、次のとおり決定いたしまし

たので、以下、順を追って御報告申し上げます。 

 最初に、条例案についてであります。議案第141号につきましては、秋田三鶏記念館を公の

施設として設置し管理するためのものであり、原案のとおり可とすべきものと決定した次第で

あります。 
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 次に、単行案についてでありますが、議案第147号につきましては、原案のとおり可とすべ

きものと決定した次第であります。 

 続いて、予算案についてであります。議案第150号のうち本委員会に付託されました部分に

ついてでありますが、その主な内容は、競技用トランポリン購入費の計上などであり、先ほど

提出されました事項別明細書の訂正を含め審査いたしました結果、秋田県人事委員会の勧告を

踏まえての職員人件費の減額補正については、一部意見の一致を見ることができず、採決の結

果、賛成多数で原案のとおり可とすべきものと決定した次第であります。 

 次に、請願・陳情についてであります。本定例会において付託されました請願２件につきま

しては、いずれも採択すべきものと決定し、陳情３件のうち、陳情第41号につきましては採択

すべきものと決定し、陳情第43号及び同第45号の以上２件につきましては、いずれも閉会中の

継続審査とすべきものと決定した次第であります。 

 最後に、閉会中の継続審査を付託されておりました請願２件、陳情４件についてであります

が、請願２件につきましては、いずれも趣旨採択すべきものと決定し、陳情４件につきまして

は、いずれも再度閉会中の継続審査とすべきものと決定した次第であります。 

 なお、採択すべきものと決定した請願第19号に関連いたしまして「ＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線

の見直しを求め日米ＦＴＡの推進に反対する意見書（案）」を、請願第20号に関連いたしまし

て「米価の回復と価格の安定、ミニマムアクセス米の輸入中止を求める意見書（案）」を、ま

た、陳情第41号に関連いたしまして、「電源立地地域対策交付金制度の交付期間延長等を求め

る意見書（案）」を本委員会所属議員全員の発議により提出しておりますので、後ほど議題と

なりました際にはよろしくお願い申し上げます。 

 以上が、教育産業常任委員会に付託されました事件についての報告であります。よろしく御

審議の上、多数の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。（降壇） 

 

 

○議長（石田雅男君） 次に、厚生常任委員長の報告を求めます。 

〔厚生常任委員長 藤原 明君 登壇〕 

○９番（厚生常任委員長 藤原 明君） 厚生常任委員会に付託されました事件について、そ

の審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本定例会において、本委員会に付託されました事件は、条例案２件、単行案２件、予算案５

件、陳情６件の計15件であります。これらの事件について、去る12月９日、15日の２日間にわ

たり審査いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、以下、順を追って御報告申し

上げます。 

 最初に、条例案についてであります。議案第139号及び同第140号の以上２件につきましては、

いずれも原案のとおり可とすべきものと決定した次第であります。 

 次に、単行案についてであります。議案第145号及び同第146号の以上２件につきましては、
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いずれも原案のとおり可とすべきものと決定した次第であります。 

 次に、予算案についてであります。まず、議案第150号のうち本委員会に付託されました部

分についてでありますが、その主な内容は、認知症高齢者グループホームスプリンクラー整備

事業費補助金の計上などでありますが、そのうち秋田県人事委員会の勧告を踏まえた職員人件

費の減額補正については、一部意見の一致を見ることができず、採決の結果、賛成多数で原案

のとおり可とすべきものと決定した次第であります。また、議案第151号、同第152号、同第

154号及び同第160号の以上４件につきましては、いずれも原案のとおり可とすべきものと決定

した次第であります。 

続いて、陳情についてでありますが、本定例会において付託されました陳情第40号、同第49

号の以上２件につきましては、いずれも採択、陳情第44号、同第46号につきましては、いずれ

も趣旨採択、残る陳情第47号、同第48号の以上２件につきましては、いずれも閉会中の継続審

査とすべきものと決定した次第であります。 

 最後に、閉会中の継続審査を付託されておりました請願１件、陳情９件についてであります

が、陳情第７号、同第38号につきましては、いずれも趣旨採択、残る請願１件、陳情７件につ

きましては、いずれも再度閉会中の継続審査とすべきものと決定した次第であります。 

 なお、採択すべきものと決定いたしました陳情第40号に関連して、「改正貸金業法の早期完

全施行等を求める意見書（案）」を、また、陳情第49号に関連して、「細菌性髄膜炎ワクチンの

公費による定期接種化の早期実現を求める意見書（案）」を本委員会所属議員全員の発議によ

り提出しておりますので、後ほど議題となりました際にはよろしくお願い申し上げます。 

 以上が、厚生常任委員会に付託されました事件についての報告であります。よろしく御審議

の上、多数の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。（降壇） 

 

 

○議長（石田雅男君） 次に、総務財政常任委員長の報告を求めます。 

〔総務財政常任委員長 小畑 淳君 登壇〕 

○４番（総務財政常任委員長 小畑 淳君） 総務財政常任委員会に付託されました事件につ

いて、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本定例会において、本委員会に付託されました事件は、単行案２件、予算案２件、陳情１件

の計５件であります。これらの事件について、去る12月９日、15日の２日間にわたり審査いた

しました結果、次のとおり決定いたしましたので、以下、順を追って御報告申し上げます。 

 最初に、単行案についてであります。議案第144号につきましては、原案のとおり可とすべ

きものと決定した次第であります。また、同第149号につきましては、大館市定住自立圏形成

方針を策定しようとするものであり、原案のとおり可とすべきものと決定した次第であります。 

 次に、予算案についてでありますが、まず、議案第150号のうち、本委員会に付託されまし

た部分についてであります。その主な内容は、歳入では、国庫補助金における地域活力基盤創
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造交付金の追加や、県補助金における産科医等確保支援事業費補助金の計上など、歳出では、

地震情報等を国から市町村に瞬時に伝える全国瞬時警報システムの整備費の計上などでありま

すが、そのうち、秋田県人事委員会の勧告を踏まえた職員人件費の減額補正については、一部

意見の一致を見ることができず、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可とすべきものと決定

した次第であります。また、議案第157号につきましては、原案のとおり可とすべきものと決

定した次第であります。 

 続いて、陳情についてでありますが、本定例会において付託されました陳情第42号につきま

しては、閉会中の継続審査とすべきものと決定した次第であります。 

 最後に、閉会中の継続審査を付託されておりました陳情第34号につきましては、再度閉会中

の継続審査とすべきものと決定した次第であります。 

 以上が、総務財政常任委員会に付託されました事件についての報告であります。よろしく御

審議の上、多数の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。（降壇） 

 

 

○議長（石田雅男君） 以上で、各委員長の報告を終わります。 

 

 

日程第３ 報告事件の審議 

○議長（石田雅男君） 日程第３、報告事件の審議を行います。 

 審議は、お手元に配付してあります審議順序表により、順次議題といたします。 

 

 

○議長（石田雅男君） 最初に、認定第１号を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。17番、笹島愛子君。 

〔17番 笹島愛子君 登壇〕 

○17番（笹島愛子君） 笹島愛子です。認定第１号 平成20年度一般会計決算に不認定の立場

から討論を行います。 

20年度決算には子育て応援のための事業費など評価できる面もあるものの、大きな理由には

後期高齢者医療制度の創設により75歳以上の検診をなくした分の減額や、行革、スリム化など

による人件費等の減額、また、比内・田代地域の市立保育園保育料の値上げやへき地保育所等

の保育料の値上げなど父母負担増が行われた決算であり、認定できません。なお、認定第２号 

国民健康保険特別会計は保険料が値上げされた決算でありますし、認定第３号 後期高齢者医

療特別会計につきましても医療差別・人間差別にも結びつくものであるとの立場から反対の意

思を表明していたものであり、これも認定できるものではありません。以上、簡単に不認定の
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理由を述べて終わります。（降壇） 

○議長（石田雅男君） 以上で、通告による討論は終了いたしました。 

 ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） これにて討論を終結いたします。 

 これより、本件を起立により採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は、認定であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（石田雅男君） 起立多数であります。 

 よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 

 

 

○議長（石田雅男君） 次に、認定第２号を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、本件を起立により採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は、認定であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（石田雅男君） 起立多数であります。 

 よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 

 

 

○議長（石田雅男君） 次に、認定第３号を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、本件を起立により採決いたします。 
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 本件に対する委員長の報告は、認定であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（石田雅男君） 起立多数であります。 

 よって、本件は委員長の報告のとおり決しました。 

 

 

○議長（石田雅男君） 次に、認定第４号から同第19号までの、以上16件を一括議題といたし

ます。 

 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、以上16件を一括して採決いたします。 

 本16件に対する委員長の報告は、いずれも認定であります。 

 本16件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、以上16件は委員長の報告のとおり決しました。 

 

 

○議長（石田雅男君） 次に、認定第20号から同第23号までの、以上４件を一括議題といたし

ます。 

 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、以上４件を一括して採決いたします。 

 本４件に対する委員長の報告は、いずれも認定であります。 

 本４件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） 御異議なしと認めます。 
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 よって、以上４件は委員長の報告のとおり決しました。 

 

 

○議長（石田雅男君） 次に、議案第132号を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、本件を採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

 

○議長（石田雅男君） 次に、議案第139号から同第143号までの、以上５件を一括議題といた

します。 

 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、以上５件を一括して採決いたします。 

 本５件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 

 本５件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、以上５件は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

 

○議長（石田雅男君） 次に、議案第144号から同第149号までの、以上６件を一括議題といた

します。 

 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 



─ 139 ─ 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、以上６件を一括して採決いたします。 

 本６件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 

 本６件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、以上６件は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

 

○議長（石田雅男君） 次に、議案第150号を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、本件を起立により採決いたします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（石田雅男君） 起立多数であります。 

 よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

 

○議長（石田雅男君） 次に、議案第151号から同第160号までの、以上10件を一括議題といた

します。 

 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、討論を終結いたします。 
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 これより、以上10件を一括して採決いたします。 

 本10件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 

 本10件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、以上10件は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

 

○議長（石田雅男君） 次に、請願第16号、同第18号から同第20号まで、及び陳情第７号、同

第38号、同第40号、同第41号、同第44号、同第46号、同第49号の以上11件を一括議題といたし

ます。 

 これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより、以上11件を一括して採決いたします。 

 本11件に対する委員長の報告のうち、請願第16号、同第18号、及び陳情第７号、同第38号、

同第44号、同第46号は趣旨採択、請願第19号、同第20号、及び陳情第40号、同第41号、同第49

号は採択であります。 

 本11件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、以上11件は委員長の報告のとおり決しました。 

 

 

○議長（石田雅男君） 以上で、報告事件の審議は全部終了いたしました。 

 

 

日程第４ 意見書案の上程 

○議長（石田雅男君） 日程第４、意見書案の上程を行います。 

 意見書案第４号から同第８号までの、以上５件を一括上程いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま上程いたしました意見書案５件は所定の手続を省略し、直ちに議題といたしたいと

思います。 

 これに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、意見書案５件は直ちに議題とすることに決しました。 

 

 

○議長（石田雅男君） 意見書案第４号 ＥＰＡ・ＦＴＡ推進路線の見直しを求め日米ＦＴ

Ａの推進に反対する意見書の提出について、同第５号 米価の回復と価格の安定、ミニマム

アクセス米の輸入中止を求める意見書の提出について、同第６号 電源立地地域対策交付金

制度の交付期間延長等を求める意見書の提出について、同第７号 改正貸金業法の早期完全

施行等を求める意見書の提出について、同第８号 細菌性髄膜炎ワクチンの公費による定期

接種化の早期実現を求める意見書の提出についての、以上５件を一括議題といたします。 

 これより質疑・討論に入ります。質疑・討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） なしと認め、質疑・討論を終結いたします。 

 これより、以上５件を一括して採決いたします。 

 本５件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、以上５件は原案のとおり可決されました。 

 なお、ただいま可決されました意見書の処理については、議長に一任願います。 

 

 

日程第５ 閉会中審査事件の付託 

○議長（石田雅男君） 日程第５、閉会中審査事件の付託を議題といたします。 

 各委員長から、目下、各委員会で審査中の請願１件、陳情17件について、閉会中の継続審査

の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長から申し出のあった請願・陳情合わせて18件は、お手元に配付してあります閉会中

審査事件付託表のとおり、それぞれ各委員会に閉会中の継続審査を付託したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石田雅男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、閉会中審査事件付託表のとおり、それぞれ各委員会に閉会中の継続審査を付託する

ことに決しました。 

 

 

閉 会 中 審 査 事 件 付 託 表 
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番  号 件          名 付託委員会

請願 第 ６ 号 旧上川沿小学校跡地の活用（児童館の市有地移転）について 厚 生 委

陳情 第 ９ 号 

 

後期高齢者医療制度に対する政府・厚生労働省への意見書の

提出要請について 
〃 

〃 第 10号 

 

後期高齢者医療制度に対する秋田県後期高齢者医療広域連合

への意見書の提出要請について 
〃 

〃 第 14号 

 

後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書の提出要請

について 
〃 

〃 第 16号 

 

鳥獣被害防止特措法関連予算を鳥獣捕殺ではなく自然林復元

と被害防除に使うこと等を求める意見書の提出要請について 
教 産 委

〃  第 19号 

 

後期高齢者医療制度の中止・廃止を求める意見書の提出要請

について 
厚 生 委

〃  第 20号 

 

 

過剰な農薬取締法により植物からなる農業用有機資材を締め

出す不法な行政指導の改善を求める意見書の提出要請につい

て 

教 産 委

〃  第 21号 

 

後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書の提出要請

について 
厚 生 委

 〃  第 33号 健康診断の公費助成拡充について 〃 

 〃  第 34号 

 

日米地位協定にかかわる「裁判権放棄の日米密約」の公表と

廃棄を求める意見書の提出要請について 
総 財 委

 〃 第 35号 

 

最低賃金の大幅引き上げと全国一律最低賃金制度の確立を求

める意見書の提出要請について 
教 産 委

 〃  第 36号 

 

後期高齢者医療保険証の取り上げ禁止と保険料減免を求める

意見書の提出要請について 
厚 生 委

 〃  第 37号 

 

ＪＲ不採用問題の早期解決を求める意見書の提出要請につい

て 
教 産 委

〃  第 42号 

 

暮らしを支える行政サービスと人員の拡充を求める意見書の

提出要請について 
総 財 委

〃  第 43号 

 

雇用と生活を守る施策強化を求める意見書の提出要請につい

て 
教 産 委

〃  第 45号 教育予算の拡充を求める意見書の提出要請について 〃 

〃  第 47号 

 

後期高齢者医療制度の廃止を求める意見書の提出要請につい

て 
厚 生 委

〃  第 48号 細菌性髄膜炎ワクチン接種への公費助成について 〃 
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○議長（石田雅男君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これにて、平成21年12月大館市議会定例会を閉会いたします。 

午後１時44分  閉  会 
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